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平成28年３月橋本市議会定例会会議録（第４号）その５ 

平成28年３月９日（水） 

                                          

                                           

（午後１時00分 再開） 

○議長（中本正人君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番16、９番 楠本君。 

〔９番（楠本知子君）登壇〕 

○９番（楠本知子君）皆さん、こんにちは。

３日目の最終会派、公明党議員団で終わりで

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 ただ今、議長のお許しをいただきましたの

で、通告に従い、一般質問をさせていただき

ます。 

 今回は、大項目１項目でございます。 

 災害に備えた市民協働のまちづくりを進め

ていくということで、安心安全のまち、住ん

でよかった橋本市となるようとの思いで質問

させていただきたいと思います。 

 東日本大震災以降、東日本をはじめ各地で

地震が多発をし、日本列島は火山列島なんだ

と改めて強く感じます。東海、東南海、南海

の３連動地震が起こるという事態もそんなに

遠くの話ではないのではないかと不安がよぎ

ります。また、地球温暖化で災害がどうなっ

ていくのかと考えますと、気候変動が大きく

なることによってゲリラ豪雨や豪雪が起こっ

たり、また、大きな被害や思わぬ被害が思わ

ぬところで発生をしております。 

 橋本市におきましては、橋本市地域防災計

画のもとに、橋本市災害時要援護者避難支援

プラン全体計画が平成22年９月に発表され、

23年の３月、それから、24年の６月、25年の

４月と改正をされまして、支援計画が進めら

れておるところです。平成25年に国の災害対

策基本法が改正をされまして、「災害時要援護

者」が「避難行動要支援者」と名称が変更を

され、避難行動要支援者名簿と名称が改めら

れました。この名簿作成を市町村に義務付け

をしたことによりまして、これまで曖昧だっ

た個人情報の取り扱いが明確化され、名簿の

整備と情報提供が進むことになったとありま

す。 

 今年１月17日は阪神大震災より21年目、３

月11日は東日本大震災より５年目となります

が、避難行動要支援者名簿に関する自治体ア

ンケートによりますと、個人情報保護法の壁

で自治体が苦慮をしている、また、救助され

た人たちがいっとき生活する福祉避難所は、

開設までに時間がかかるなど、災害の弱者対

策はまだまだ課題が多いとの報道がありまし

た。 

 そこで本市においての災害時の弱者対策に

ついてということで、以下の点についてお伺

いさせていただきます。 

 一つ、避難行動要支援者名簿の取り扱いに

苦慮していること、今後の課題はありますか。 

 ２番目に、避難行動要支援者の個別支援計

画の作成はできていますか。 

 ３番目に、地域においてふだんからの声か

け運動や地域の実情に応じた避難訓練が大事

になると考えますが、どのように進めておら

れますか。 

 ４番目に、福祉避難所として指定できる施

設はできましたでしょうか。 

 ５番目に、新設をされたこども園は、乳幼

児を受け入れる２次避難所としていただけな

いでしょうか。 

 ６番目に、福祉避難所設置運営マニュアル

は作成されましたでしょうか。 
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 ７番目に、橋本創生総合戦略の安全・安心

な暮らしを支えるまちづくりということで、

家具固定事業と防災講座事業が挙がっており

ますが、それについてお伺いさせていただき

ます。 

 以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中本正人君）９番 楠本君の質問、

災害時に備えた市民協働のまちづくりに対す

る答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（石橋章弘君）登壇〕 

○健康福祉部長（石橋章弘君）一点目の避難

行動要支援者名簿の取り扱いに苦慮している

こと、今後の課題についてのご質問にお答え

します。 

 本市では、これまで避難行動要援護者とし

て、名簿の趣旨を説明し、登録申請された方

について、災害時要援護者名簿を作成してき

ました。また、介護認定を受けている方につ

いても、認定の更新時などに説明を行うなど、

積極的に登録を促してきました。作成後の名

簿の提供については、本人が提供に同意して

いる内容ではあるものの、要介護度や障がい

の程度などの個人情報が記載されていること

から、守秘義務のある民生委員にのみ提供し

ているのが現状です。 

 平成25年の災害対策基本法の改正により、

住民等が円滑かつ安全に避難できるよう、市

町村長は避難行動要支援者名簿を作成しなけ

ればならないことや名簿情報の提供について

明確化されました。名簿の提供については、

これまで同意書に明文化されていた提供範囲

に加え、消防機関や警察が新たに明文化され

たことから、同意のとり直しが必要となって

いることが課題となっています。 

 次に、二点目の避難行動要支援者の個別計

画の作成についてお答えします。 

 個別計画作成に向け、今年度、南名古曽区

と学文路区をモデル地区として取り組みを行

っています。南名古曽区では、対象者名簿を

作成の上、対象者への個別訪問を実施し、現

在個別計画を作成中です。今後、区の会議を

経て運用を始める予定です。また、学文路区

については、回覧板を通して登録希望者を募

った結果、100名を超える方が登録を希望され

ました。今後、対象者名簿を作成の上、対象

者への訪問を行い、個別計画の作成に取り組

むことになります。 

 なお、この二つのモデル地区での個別計画

作成後、ほかの各地区においても個別計画を

作成していくことになりますが、既に支援者

の確保問題などが課題として上がっています。 

 次に、四点目の福祉避難所として指定でき

る施設についてお答えします。 

 本市では、現在13施設を福祉避難所として

指定しています。指定施設としては、社会福

祉法人の施設が12施設、聴覚障がい者の避難

所として、応其小学校が指定されています。 

 また、和歌山県において、和歌山県旅館ホ

テル生活衛生同業組合と、「災害時における

避難者の受入れに関する基本協定」が締結さ

れており、健康を損ない、または、健康を損

なうおそれがある者の避難施設として、市内

６施設が指定されています。 

 次に、六点目の福祉避難所設置運営アニュ

アルについてお答えします。 

 福祉避難所設置運営マニュアルについては、

平成27年２月に作成し、福祉避難所協定書締

結時に各指定施設に配付しています。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

〔総務部長（吉本孝久君）登壇〕 

 総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）次に、三点目の地

域において普段からの声かけ運動や地域の実

情に応じた避難訓練の促進についてお答えし

ます。 
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 各地区・自主防災会はもとより老人会やサ

ロン等が主催する防災訓練や防災研修会への

出前講座において、災害発生時に最も重要と

なる自助の啓発と、災害発生後に近隣所での

助け合いが多くの命を救うこととなる共助の

重要性を説明しています。また、訓練内容や

講話内容を事前に打ち合わせすることで、地

域の実情に応じたものとなるよう心がけてい

ます。 

 次に、五点目のこども園については、災害

時においても基本的には開園しており、保護

者は子どもを預けに来ることとなります。し

たがって、乳幼児を含め、受け入れる拠点避

難所として指定することは難しいと考えてい

ます。なお、市内35箇所の拠点避難所では、

平成24年度より毎年地区役員・自主防災会役

員、施設管理者の学校長、また、拠点避難所

の従事職員である近隣在住の市職員及び校務

員で避難所勉強会を開催しており、乳幼児や

妊産婦、障がい者や介護の必要な高齢者など

の要援護者については、施設管理者の了解を

得て、空き教室の利用などに配慮する取り決

めを行っています。 

 次に、七点目の橋本創生総合戦略における

家具固定事業は、橋本市家具転倒防止金具等

取付事業として、地震災害における家具転倒

等による被害から高齢者及び障がい者等の生

命及び財産を守り、安心して生活できる環境

を維持することを目的としています。内容に

ついては、地震発生時に転倒する可能性のあ

る家具の事前調査及び金具の取付業務を事業

者に委託し、その費用を市が負担するもので

ありますが、利用できる回数は対象となる世

帯につき１回とし、取り付ける家具は３台以

内とします。なお、金具の購入費用は利用者

の負担となります。実施は、平成28年４月１

日を予定しています。また、市が負担した費

用の２分の１は、和歌山県が実施する「わか

やま防災力パワーアップ補助金」の対象とな

ります。 

 次に、各学校での防災講座については、児

童に防災意識を持ってもらうために、例年５

校程度の小学校で行っています。しかしなが

ら、未実施の学校もあることから、平成28年

度は15校全ての小学校と協議し、各学校のニ

ーズに応じた防災講座を実施していきます。 

○議長（中本正人君）９番 楠本君、再質問

ありますか。 

 ９番 楠本君。 

○９番（楠本知子君）ご答弁ありがとうござ

いました。 

 それでは、再質問させていただきます。 

 私たち、今住んでいる地域におきましては、

まずは、いろんな意味で困っている人をちょ

っとでも手当てしていこうという考え方でい

きますと、災害が起きたときにおいてでも、

やっぱり一番弱い立場の人に対して、一番配

慮をしていこうじゃないかというふうな対策

を進めていくと、結局は地域全体においても、

また、全ての人においても支援が手厚くなる

のではないかと私は思っているんです。こう

いった災害時には、もうお一人では、自力で

逃げることができないという要援護者と言わ

れる方々を軸とした対策を進めていくという

ことが、結局は元気な人をも助けていく支援

が手厚くなるというふうに思っております。 

 まず１番目の、国の災害対策基本法が変わ

りましたので、「要援護者」から「避難行動要

支援者」という言葉に、言葉というか、そう

いう名前に変わりまして、個人情報の保護法

も緩くなって名簿が作成しやすくなったとい

うふうに思っているんで、橋本市もその避難

行動要支援者名簿はできているというふうに

思っていいですか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）この避難行動
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要支援者名簿でございますけれども、答弁の

中でも申し上げましたけれども、災害対策基

本法、これが25年度に改正される以前から、

こういう趣旨の名簿の作成に本市は取り組ん

でまいりました。さらにその以前には、社会

福祉協議会で同様の名簿があったというふう

に聞いております。そのときにつくってござ

いますのが、いわゆる災害時要援護者名簿と

いうネーミングの名簿で、ここに約2,080名の

データが入ってございます。現在、このデー

タを引き継ぎまして、避難行動要支援者名簿

として作成に取り組んでおるところです。形

としては、あるかないかと申し上げますと、

実際、ございます。ございますが、この名簿

の実際、万が一、災害のときの活用法、ある

いは、名簿というのはそれぞれデータ更新し

ていかんと意味がございませんので、そのよ

うなことを考えまして、システム化に取り組

んでございます。こういうシステム構築を平

成27年度に行いまして、ほぼ完成してござい

ます。システム的には、介護保険の情報、福

祉の障がい者の情報、あるいは、住民基本デ

ータの情報等々も連携をとって更新していく

というような形で名簿を作成して、現在保有

しておるという状況でございます。 

○議長（中本正人君）９番 楠本君。 

○９番（楠本知子君）名簿の更新について言

われたんですけど、名簿を更新していくとい

うことは大事なことやと思うんですけど、そ

れを含めて、名簿はどれくらいの、年に何回

とか、何年に何回とかという感じで名簿を更

新されていくのか、名簿を更新しながらシス

テム化をしていただけるんですか。すいませ

ん、もう一度お願いします。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）システム化と

いうか、システムで管理するという意味でご

ざいまして、今申し上げました2,080名につい

てはもうシステムに入力済みということにな

ってございます。 

 それと、この名簿の趣旨でございますけれ

ども、本来は議員おっしゃられるとおり、避

難するときに単独でできない支援が必要な方

ということでございまして、この名簿自体の

精度を上げていくためには、いわゆるデータ

収集からさらに、そういう個別の方々の実情

も織り込んで名簿を絞っていかなければなら

ないという課題も残っております。あまりに、

一律的な名簿を作成しますと、非常にデータ

数が多くなりまして、実際の運用のときには、

あまり効果が薄れるのかなという気持ちもご

ざいます。そういうようなことから、名簿を

作成していくわけですけども、システム上は

随時、やっぱり例えば月に１回データ更新を

行う、これは可能でございます。 

○議長（中本正人君）９番 楠本君。 

○９番（楠本知子君）ありがとうございます。 

 そうしますと、本当にそういった形で更新

ができるということは、生きた名簿になって

いくんだなというふうなことになるかと思う

んで、その名簿が災害時のときに本当に役に

立つ名簿として使っていただけるようにする

には、やっぱり関係機関とその名簿を共有し

ていくということが大事やというふうに言わ

れているんですけど、そういった大事な機関

というふうになれば、自治会の民生委員であ

ったり、自治会のいろんな役職のある方等も

入ってくるかと思うんですけど、消防機関と

いうのはすごい大事やと思うんですけど、消

防長、きょうはおられるんで突然振って申し

わけないですけど、こういった名簿について、

消防機関と今は共有されていないということ

になるんでしょうか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）名簿の提供の

関係でございます。法律的に申しますと、二
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つの段階がございます。一つは、災害時にな

ったときに提供する。これは本人の同意もな

く、持っている名簿を当然、災害支援の、避

難支援のためという目的に限定して、これは

本人の同意は要りません。平常時に、災害に

備えて情報を共有するという場合には、原則

的に本人の同意を得てくださいということに

なってございます。先ほど私、申し上げた、

以前からつくっている本市の名簿をつくる際

の同意書が、今回明文化された消防機関と警

察という文言が入っていなかったもので、そ

の部分については、再度同意を得る必要があ

ると現時点、事務方は考えてございます。 

 ただ、答弁の中にもございましたとおり、

個別計画をつくるということに向けて、現在

モデル地区２地区で個別計画に取り組んでお

るんですが、その地区については、この同意

はもう得ているという、追加の同意は得てい

るということでございます。 

○議長（中本正人君）９番 楠本君。 

○９番（楠本知子君）すいません、勉強不足

で。災害が起きたら、その名簿は使える。で

も、災害が起きる前にある程度共有しておか

ないと、そんなん急に使えないでしょう、わ

からないでしょうということで、災害前から

その名簿を共有しておくということが大事で

はないかと思うんです。それをしようと思え

ば、市で何か条例をつくって共有化をしない

といけないのか、勝手にできるのか、そのあ

たりは市としてはどういう形で、災害前から

共有していこうよということは考えておられ

る、進めておられるか、お伺いさせていただ

きます。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）避難支援等関係者

に対する避難行動要支援者名簿の平常時から

の提供につきましては、市町村が災害対策基

本条例等を定めていれば可能なんですけども、

避難行動支援者検討委員会において、十分検

討してまいりたいと考えます。 

○議長（中本正人君）９番 楠本君。 

○９番（楠本知子君）そしたら、今後、災害

前からもこういった名簿を共有できるように

していくと、検討は前向きにしていくという

ことで、条例化するということでよろしいで

すか。やっていただけるということで、そう

いうふうにとらせていただきましたんで、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 次、個別計画というのは、なかなかそれも

できていないのに、次に個別計画ってなかな

か大変やと思うんですけど、モデル地区で進

めていただいているというのをお聞きしまし

たんで、そういったモデル地区で進めながら、

今度、またもっと広く自主防災組織なんかも

お力をいただきながら進めていっていただき

たいというふうに思います。 

 橋本市の自治会が今109ですか、ありますの

で、そこには必ず自主防災組織があるのかと

思うんですけど、ないところもあるかもわか

りません。今日非常に高齢化もしております

し、橋本市といっても広いですので、過疎化

もしていますし、もう本当に自治会が機能し

ていないところもあるかと思うんですけれど

も、そういった意味で橋本市全体を見て、災

害が起きたときに、もうそんな自治会がどう

のこうのとか言っていられない、もう本当に

ここは被災リスクが高いよ、過疎化で大変な

んだよという地域が特別に、特区と言うたら

おかしいですけど、特別にそういう地域とい

うのは、橋本市全体の中で、もう既にありま

すでしょうか。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）今のご質問は自主

防災会の結成率というふうに捉えてよろしい

でしょうか。 

○議長（中本正人君）９番 楠本君。 
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○９番（楠本知子君）それもありますけど、

もう自治会自身も大変やというところあたり

で、本当に要援護者を市からも救い上げても

らわないともうできないというような地域と

いうのはあるのかなって、そういうのはない

ですか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）お答えになる

かどうかもわかりませんけれども、実際、今

回個別計画をつくる取り組み、これ、モデル

地区を選定して行っております。学文路区と

南名古曽区なんですけれども、まず私どもが

考えましたのは、学文路区というのは、大雨

が降ったときに避難所に集まっていただくと

いうのがここ数年来、何回かあります。それ

と、南名古曽区は、以前から防災に対して、

地域の方々が熱心にお取り組みいただいてお

るという先進的な地域ということで、まずモ

デル地区でやってみて、その課題等を見極め

てから、それから、順次ほかの地区に個別計

画をお願いしていく、こういうふうな計画で

ございました。 

 私、申し上げたいのは、こういうふうな、

いわゆる個別計画をつくるとき、あるいは、

多分、議員おただしの部分もこの部分と思う

んですけれども、そういうふうなお取り組み

を地域の方々がしていただくこと自体がそう

いう体制づくりにつながってくるというふう

に考えております。 

 まず、我々、一番先進的な地域から手始め

に行おうとしました。だから、議員おただし

のそういうふうなちょっと懸念されるような

場所も実際あることはあります。そういうふ

うな先行の成功事例を例にして、順次、でき

るだけ早い時期に取り組んでいきたいという

ふうに考えておるところでございます。 

○議長（中本正人君）９番 楠本君。 

○９番（楠本知子君）わかりました。 

 そしたら次に、３番の地域においての普段

からの声かけ運動とか、地域の実情に応じた

避難訓練につきましては、自主防災組織がし

っかりしているところであったりとか、老人

会とか、ふれあいサロンがしっかりやってい

ただける地域がやはり進めていっていただけ

るのかなということで、行政だけではなく、

お一人おひとりの地域の協働がなければ進ま

ないよというふうに感じます。地域でも、や

はりそういったことを大いに進めていただけ

るようにお願いをさせていただきたいなとい

うふうに思います。なかなか行政主導で何も

かもできないって思いますので、思いますけ

れども、そういったことをやっていただきた

いということをしっかりと訴えていただきた

いと思います。 

 次、４番目なんですけど、福祉避難所の指

定につきまして何回か質問させていただきま

して、今回13施設に指定していただきまして、

本当にありがたいなというふうに思います。

この福祉避難所の13施設につきましては、ホ

ームページ等で上がっていなかったので、災

害援護者となられる方、関係方々が福祉避難

所はどこかということをまずは知っておいて

いただければいいのかなとは思うんですけど、

やはり市民全体的に福祉避難所も指定できた

ところがあるということをお知らせしていた

だけたらと思うんですけど、広報とかに載せ

るとか、また、ホームページにも載せていた

だくとかということは、今後していただけま

せんでしょうか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）福祉避難所施

設等のデータにつきましては、今後そういう

ふうな制度のＰＲも含めて広報をしたいと考

えます。ただ、福祉避難所の位置付けなんで

すけれども、要支援者の方もまずは一時避難

所、いわゆる拠点避難所に避難していただく
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ということになってございます。それから、

福祉避難所に必要な方が移っていただくとい

うことで、直接福祉避難所に避難していただ

くということではございません。そういうこ

とで、こういう場所はこういう指定されてい

ますよというのは、こういう制度で体制が整

っています、あるいは、そういう取り組みを

させてもらっています的なＰＲはさせていた

だきたいなと思います。 

○議長（中本正人君）９番 楠本君。 

○９番（楠本知子君）部長言われるとおりに、

拠点避難場所を開いて、開いてからの２次避

難所としての福祉避難所ですので、それはよ

くわかっているんですけど、やはりすぐに開

けないというのは、今までの災害が起きた場

所においても、福祉避難所であってでもなか

なか開かれなかったということを言われてい

ますんで、スムーズに開けられるようにする

にはいろんな情報をたくさんの方が共有して

おくということは大事なんかなというふうに

思うんです。 

 福祉避難所をどのように開いて、どのよう

に閉めていくのかということも、設置運営マ

ニュアルというのをつくっていただきたいと

いうことを訴えさせていただいておりました

ら、早速、昨年27年２月に福祉避難所の設置

運営マニュアルというのを、市としてつくっ

ていただきました。これもすごい感謝したい

ところです。すごく前向きに進めていただけ

たかなと思うんですけど、このマニュアルど

おりに、マニュアルをつくっていただきまし

たんで、その福祉避難所を設置するためには、

平常時にはどんなことをしていかなければな

らないというような訓練につきましては、ど

のように今、進められておるのか、今後進め

られていくのか、その辺ちょっとお伺いさせ

ていただきます。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）実は、このマ

ニュアルの中に平常時の対応の仕方等も規定

してございます。正直申し上げて、現時点、

各施設の方々にこういう福祉避難所というこ

とでご説明を差し上げて理解をいただき、協

定書を締結して現在に至っておるわけですけ

れども、そこのマニュアルどおりの、例えば

取り組みについては、まだ十分な実施には至

ってございませんので、今後取り組んでいか

ねばならないところだと考えております。な

お、福祉避難所につきましては、福祉避難所、

今13施設でございますけれども、それに先立

って平成18年度に「要援護者等の避難所」と

いうことで協定書を締結している施設が26施

設ございました。その施設の中から今回福祉

避難所ということで指定をさせていただいて、

順次広げていきたいというふうに考えてござ

います。その働きかけと並行して、そういう

日常、平常時の取り組みについても今後、十

分取り組んでいきたいというふうに考えてご

ざいます。 

○議長（中本正人君）９番 楠本君。 

○９番（楠本知子君）よろしくお願いいたし

ます。 

 ちょっと戻りまして、すいません、こども

園なんですけど、私の住んでいる地域にこど

も園が近くにできましたんで、地域の方から

協定避難場所はあるんですけど、近いから、

こども園が拠点避難場所みたいなんにはなれ

へんのかなというふうに聞かれることがある

んです。今のご答弁でしたら、多分こども園、

もし災害が起きたときに、乳児、ゼロ歳児か

ら預かっていただいているんで、そういった

乳児がおられたら、災害のときにいたら、そ

こには当然、多分お母さんやお父さんやら、

家族の方が迎えにもこられる、そこへ来られ

るんで、起きたときには開かざるを得ないと

いうか、そこにおらざるを得ないような形に
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なってしまうのではないかと思うんですけど、

災害時になればそうなるかもわかれへんけど、

今はそういったことを、２次避難所と指定す

るようなことはできないということやと思う

んですけど、前もってそういった乳幼児のお

られる施設を、協定なり指定をされている自

治体もあるんですけど、災害が起きてからと

いう前にもお取り組みはできないものかとい

うことで、再度伺わせていただきます。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）その点は、実

は、担当課ともいろいろお話もさせてもらい

ました。公の協定とか指定とか、それは実際

のところ、もし災害が起こったとしても、こ

ども園、保育を必要とする状態がまさに発生

したという、結局こども園としての業務はそ

のとき需用があるという、これが東北の大震

災のときもそのような状況であったらしいで

す。そういうふうなことも聞き及んでいます

ので、平常時からそういうお約束というのは

ちょっと難しいのかなというふうな考え方で

ございます。 

 当然、災害時になって、現場、そういうふ

うな状況になれば、それはもうそこの現場の

判断ということで、そういうふうな受け入れ

はしてくれるのではないかなというふうには

考えておりますけれども、事前のお約束とい

うのは、公式な協定なり指定というのは、制

度上難しいのかなというふうなことでござい

ます。 

○議長（中本正人君）９番 楠本君。 

○９番（楠本知子君）わかりました。 

 それでは次に、７番、最後になるんですけ

ど、今回の創生総合戦略の中で、安心・安全

な暮らしを支えるまちづくりということで、

家具の固定事業をまたしていただけるという

ことになっているんですけど、平成23年６月

やったと思うんですけど、県の防災対策とし

てしていただけたことがございます。それで、

このときの対策で、どれくらいの世帯の方が

これを活用されたのかなというのもあるんで

すけど、今回のまた、これは県もバックアッ

プしていただけるという事業であるかという

ことを今お聞きしたんですけど、すいません、

これはどういった方が対象になるのか、どう

やって広報していっていただけるんか、お願

いします。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）家具固定事業の対

象者でございますけども、一点目として65歳

以上の方、それから、二点目として要介護２

以上、三点目として身体障害者手帳１級と２

級、四点目として療育手帳Ａ以上、五点目と

して精神手帳１級、六点目として特定疾患医

療受給者の交付を受けている者、それから、

その他市長が認める者というふうになってお

りまして、この事業につきましては、県の補

助金、橋本市では平成28年度で70万8,000円の

事業費を組んでおりまして、そのうち半分は

和歌山県のパワーアップ補助金が充当されま

す。残り半分は市の負担になるんですけども、

その残りの市の負担の２分の１は地方創生、

この事業によって市の負担の分の２分の１は

補填されるという事業になります。 

○議長（中本正人君）９番 楠本君。 

○９番（楠本知子君）お知らせはしていただ

けますか。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）申しわけございま

せん。これにつきましては、広報及びホーム

ページのほうにアップしていきたいと考えて

おります。 

○議長（中本正人君）９番 楠本君。 

○９番（楠本知子君）よろしくお願いします。

こういった避難行動要支援者対策を進めてい

くということについて、大きな防災計画とい
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たしましては、橋本市の防災計画が大きな計

画の中の一部になるかと思うんですけれども、

そういった防災会議が開かれているわけです

けれども、女性の視点を生かした防災対策を

進めていただきたいということを訴えさせて

いただいておるんですけど、副市長が女性で

おっていただいていたときは、女性の委員も

多かったと思うんですけど、防災会議におい

て女性の委員が少なくなっているというふう

なことをちらっとお聞きしているんですけど、

女性の視点を生かした防災対策を進めていっ

ていいただくには、やっぱり女性の委員をし

っかりと入れていただきたいというのを思っ

ているんです。今少なくならないように、無

理をしてでも女性を入れていただきたいと思

うんですけど、そのあたりは、すいません、

市長か副市長か、お願いしたいと思います。 

○議長（中本正人君）副市長。 

○副市長（森川嘉久君）ちょっと副市長は変

わりましたので、私、女性になるわけにもい

かないんですけども、確かに議員ご指摘のと

おり、若干ほかの各種委員の中でも女性の方

に入っていただいておったんですけども、最

近ちょっとその機関自体がなくなったという

ようなことで、その分、女性が減っておりま

す。私のほうからも担当課のほうには、それ

にかわる方を探すようにという、一応、指示

はしておりまして、全然いてないわけではな

いんで何人かは入っていただいておるんです

けども、少なくなってくるというのは確かに

議員ご指摘のとおりですので、何らかの対応

は今後引き続き考えていきたいというふうに

考えております。 

○議長（中本正人君）９番 楠本君。 

○９番（楠本知子君）よろしくお願いをいた

します。 

 以上で終わらせていただきます。 

○議長（中本正人君）９番 楠本君の一般質

問は終わりました。 

 この際、２時まで休憩いたします。 

（午後１時45分 休憩） 

                    

 


